
と  き 令和元年12月23日（月）　午後１時15分

ところ 五泉市役所　５階　第２委員会室

令和元年度

第２回五泉市国民健康保険運営協議会議案書



令和元年12月23日現在　

№ 区分 氏　　名 所　　　属　　　等 委嘱年月日 備　　考

1 渡邉みのり 市民 平成30年2月１日

2 髙橋　正子 市民 平成30年2月1日

3 森　　智子 市民 平成30年2月1日

4 田邉　俊雄 市民 平成30年2月1日

5 阿部　　猛 市民 平成30年2月1日

6 歌川　祐二 五泉市東蒲原郡医師会 平成30年2月1日

7 堀内　泰宏 五泉市東蒲原郡医師会 平成30年2月1日

8 金子　　洋 五泉市東蒲原郡医師会 平成30年2月1日

9 笹川　真司 五泉市阿賀町歯科医師会 平成30年2月1日

10 八木　正成 新潟市薬剤師会 平成30年2月1日

11 羽下　　貢 五泉市議会議員 令和元年11月７日

12 桑原　一憲 五泉市議会議員 令和元年11月７日

13 松川　徹也 五泉市議会議員 令和元年11月７日

14 波塚　静亮 五泉市議会議員 令和元年11月７日

15 佐藤　良徳 五泉市議会議員 令和元年11月７日

16 小柳　　学 全国健康保険協会新潟支部 平成31年1月1日

17 荒井　　悟 新潟臨港健康保険組合 平成30年2月1日
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令和元年度第２回五泉市国民健康保険運営協議会議事日程 

 

１．開  会 

 

２．あいさつ  伊藤市長 

 

３．議  事 

  日程第１  国保選第１号 

   五泉市国民健康保険運営協議会会長の選出について 

  日程第２  国保選第２号 

   五泉市国民健康保険運営協議会副会長の選出について 

  日程第３ 

会議録署名委員の指名 

  日程第４  議第２号 

   令和２年度五泉市国民健康保険税の税率等について 

 

４．そ の 他 

 

５．閉  会 



国保選第 １ 号 

 

 

 

 

五泉市国民健康保険運営協議会会長の選出について 



国保選第１号 

 

 

五泉市国民健康保険運営協議会会長の選出について 

 

 

 五泉市国民健康保険運営協議会会長の選出を行う。 

 

 

 ○会長             委員  

 

 
【参考】 

○国民健康保険法（抜粋） 

 （国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第11条 （略） 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市

町村が処理することとされている事務に係るものであって、第四章の規定に

よる保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事

項に限る。）を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営

に関する協議会を置く。 

３ （略） 

４ 第三項に定めるもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必

要な事項は、政令で定める。 

 

 ○国民健康保険法施行令（抜粋） 

  （会長） 

第５条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員

がこれを選挙する。 

２ （略） 



国保選第 ２ 号 

 

 

 

 

五泉市国民健康保険運営協議会副会長の選出について 



国保選第２号 

 

 

五泉市国民健康保険運営協議会副会長の選出について 

 

 

 五泉市国民健康保険運営協議会副会長の選出を行う。 

 

 

 ○副会長             委員  

 

 
【参考】 

○国民健康保険法（抜粋） 

 （国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第11条 （略） 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市

町村が処理することとされている事務に係るものであって、第四章の規定に

よる保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事

項に限る。）を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営

に関する協議会を置く。 

３ （略） 

４ 第三項に定めるもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必

要な事項は、政令で定める。 

 

 ○国民健康保険法施行令（抜粋） 

  （会長） 

第５条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員

がこれを選挙する。 

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職

務を代行する。 



議第 ２ 号 

 

 

 

 

令和２年度五泉市国民健康保険税の税率等について 



１　医療給付費分

令和元年度 令和２年度

所得割率 8.39% 8.39%

均等割額（個人割） 20,800円 20,800円

平等割額（世帯割） 27,100円 27,100円

２　後期高齢者支援金分

令和元年度 令和２年度

所得割率 2.83% 2.83%

均等割額（個人割） 11,800円 11,800円

３　介護納付金分

令和元年度 令和２年度

所得割率 2.56% 2.56%

均等割額（個人割） 13,700円 13,700円

令和２年度五泉市国民健康保険税の税率等について

　　令和２年度の国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金分並びに

　介護納付金分の税率及び額は下記のとおり据え置くものとする。


